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研究成果の概要（和文）：日本・中国・台湾・韓国などの東アジア諸国では、従来、それぞれソビエト連邦法、ドイツ
法、日本法などの影響下に独自の刑事制度を発展させてきた。経済刑法もその一部であり、個別に発生する問題に対処
するための立法が多かった。しかし、経済活動の国際化に伴い、各国に共通する問題が見出されるとともに、その対策
においても、相互の方法を参照する意義が高まっていることが、本研究によって明らかになった。その意義は、個別具
体的な立法のみでなく、刑法総論や制裁制度論全般に及んでおり、今後研究を継続する必要性もまた示された。

研究成果の概要（英文）：Traditionally, Eastern Asian countries such as Japan, China, Taiwan or South 
Korea have independently developed their own criminal legal system under the influence of legal systems 
of Soviet Union, Germany or Japan. Economic criminal law has been one branch of it and legislation in 
this area has been mostly tackling concrete problems emerging newly. However, this study has clarified 
that in this field more and more common problems are emerging as economic activities are globalizing. In 
order to combat them, it is important for these countries to learn from each other their methods to solve 
them. This importance is not limited to concrete legislation but ranges over general principles of 
criminal law and sanctions systems in general, what indicates the necessity to continue analysis and 
proposal in the area.
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１．研究開始当初の背景 
 
 近年、わが国や欧米諸国ばかりでなく、東
アジア地域でも、社会及び経済のグローバル
化に対応して経済犯罪および経済刑法の各
領域で、重要な立法・法改正が相次いでおり、
その処罰範囲や国外犯処罰規定の変遷もめ
ざましい。しかし、その変化の激しさと広範
さのあまり、研究者も法曹実務家も、これに
対応しきれておらず、ましてや、近隣諸国で
の変化にはほとんど対応できていない。その
ため、実務においては、たとえば債務超過・
倒産局面で、海外子会社の役員が現地国に入
ったときに刑事責任を問われないか、という
深刻かつきわめて身近な問題が生じている
のに、これに対して十分な情報提供すらでき
ていない。くわえて、次代の法曹を担う実務
家教育において、経済犯罪および経済刑法の
体系的で整理された教育は、まったく不十分
といってよい。とりわけ問題となるのは、東
アジア諸国との比較研究である。 
 中国を中心とするアジア経済の発展とと
もに、これらの諸国での経済犯罪の増大が進
んでおり、経済刑法の整備が行われつつあり、
現状と課題を明らかにすることが重要とな
っている。それは単に理論的課題であるにと
どまらず、日本企業の東アジアでの経済活動
においても、重要な意味を持つ。 
 
２．研究の目的 
 
 これらの諸国の法制度について知識を欠
く状態では、法に触れる行為を行い、トラブ
ルや刑事制裁の対象となる可能性がある。し
たがって、本研究は、アジア各国で国際ビジ
ネスを展開する日本企業の実務にとっても、
コンプライアンス体制構築の面で有益な知
見をもたらすことを目的としている。 
 
３．研究の方法 
 
 東アジア諸国の経済刑法・経済犯罪に関し
ては、日本の研究者が独力で調査を行うこと
には多くの困難があり、東アジア諸国の研究
者に直接に取材する方法が効果的である。そ
こで、アジアで開催される国際学会でのセッ
ションの企画、および、海外の研究者を招へ
いしての国際ワークショップおよびシンポ
ジウムの開催を行った。ただし、東アジア諸
国との比較研究を行う上で、これら諸国が継
受している欧米諸国の経済犯罪・経済刑法に
関する知見も必要不可欠であるため、その研
究も進めた。検討対象分野としては、国際犯
罪学会世界大会の成果をふまえ、証券・金融
犯罪を中心とするが、他に、経済法、財産犯、
法人処罰、制裁法体系の構築、手続法等の問
題も可能な範囲で取り上げた。 
 
４．研究成果 
 

(1) 研究の主な成果 
 日本・中国・台湾・韓国などの東アジア諸
国では、従来、それぞれソビエト連邦法、ド
イツ法、日本法などの影響下に独自の刑事制
度を発展させてきた。経済刑法もその一部で
あり、個別に発生する問題に対処するための
立法が多かった。しかし、経済活動の国際化
に伴い、各国に共通する問題が見出されると
ともに、その対策においても、相互の方法を
参照する意義が高まっていることが、本研究
によって明らかになった。その意義は、個別
具体的な立法のみでなく、刑法総論や制裁制
度論全般に及んでおり、今後研究を継続する
必要性もまた示された。 
 本課題で実施した研究の概要は次のとお
りである。 
 ① 定例の研究会の開催 
 2012 年 4 月、7 月、10 月、2013 年 1 月、
4 月、7 月、11 月、2014 年 2 月、4 月、7 月、
11 月、2015 年 1 月にメンバーの参加を得て
研究会を開催した。シンポジウムの企画、研
究成果公表の準備を行い、最近の関連立法や
外国法、実務の展開について報告・討論を行
った。メンバーによる発表だけでなく、2013
年 1 月 13 日には会社法研究者である山田泰
弘（研究協力者）を招いて講演「会社法改正
と罰則の検討――商法学の視点から――」を
実施した。また、)東アジア諸国の刑法理論に
影響を与えている、ドイツ法を中心とした欧
米諸国法の観点から執筆されている、クラウ
ス・ティーデマン古稀祝賀論文集中の経済刑
法に関する論文の共同研究も行った。 
 ② 海外学会への参加 
 2012 年 6 月 23・24 日に武漢大学（中国）
で開催された刑法シンポジウム「社会の変化
と法学の発展」に参加し、「資本市場の発展
と金融・証券犯罪の規制」セッションにおい
て、松宮（研究分担者）が報告「記号再生と
強制執行妨害罪」を、また斉藤豊治（連携研
究者）が報告「市場競争の激化と経済犯罪の
規制――証券犯罪を中心に」を担当し、高山
（研究代表者）が報告「企業不祥事と過失犯
の成否」のコメンテーター、また張（研究分
担者）が報告・討論の通訳を務めた。なお、
このシンポジウムでは、中国だけでなく韓
国・台湾・ドイツ・英国などからも報国があ
り、東アジアを中心とする各国研究者との学
術交流を進めることができた。 
 2013 年 3 月 16・17 日に華東政法大学でシ
ンポジウム「日中クレジットカード犯罪の比
較」を開催し、品田（研究分担者）・松宮・
神例（研究分担者）が研究報告を行うととも
に、中村悠人（研究協力者）がコメンテータ
ー、張（研究分担者）が通訳を務めた。 
 ③ 国内でのシンポジウム等の開催 
 2014 年 6 月に大阪商業大学で開催された
アジア犯罪学会においてセッション「東アジ
アの経済犯罪(1)(2)」を企画し、武漢大学・台
湾大学の研究者を招へいして活発な意見交
換を行った。 



 この成果をふまえ、2014 年 7 月に甲南大
学にて開催された日本刑法学会関西部会に
おいて共同研究「経済刑法の理論的基礎とグ
ローバル化のインパクト」を実施し、関連テ
ーマについてさらに理論的深化・精密化を図
った。 
 2014 年 11 月には華東政法大学・山東大学
の研究者を招へいして「日中経済刑法研究
会」を京都大学で開催し、「悪質商法、詐欺
罪と経済刑法」を中心テーマとして両国から
の報告を得、最新の実務・理論の比較検討を
行った。 
 ④ 出版 
 『新経済刑法入門（第 2 版）』において、「法
人の刑事責任」「経済犯罪の対策」「企業の内
部統制と経済犯罪」「経済事犯の発見と監視
機構」「会社法上の犯罪」「独占禁止法違反の
犯罪」「知的所有権・企業情報をめぐる犯罪」
等を検討し、研究分担者全員が執筆に参加し、
新たな章も設けて出版を実現した。 
 各メンバーの論文が内外で出版された。ま
た、武漢大学シンポジウムの記録が中国で報
告書として冊子化されている。 
 
(2) 得られた成果の国内外における位置づけ
とインパクト 
 本課題の研究成果をもとにした論文・翻訳
等の公表も国内外で順調に進んだ。特筆すべ
きなのは、ドイツや中国での出版も実現した
ことである。 
 中国・韓国・台湾の中堅および若手世代研
究者との間で、単に自国の法制度や事件を紹
介しあうのではなく、刑事法の体系や制度論
にわたる理論的な検討ができるようになっ
たことは、刑事法学界全体への寄与になった
と考えられる。 
 
(3) 今後の展望 
 全体として充実した成果を上げることが
できており、次年度以降も関連する研究を進
める基盤が確実なものとなった。 
 将来の国際学術研究にとって有益と考え
られる、日本の留学生、および、留学後に母
国の有力大学の教職に就いた優れた若手研
究者との研究協力関係の構築は、大きな実績
として挙げられる。 
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